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会津若松市財務部公共施設管理課

会津若松市財務部公共施設管理課

令和７年度

若松城茶室麟閣門屋根外改修工事
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工事名称

図面名称

設計年月

縮尺

図面番号特記事項

会津若松市財務部公共施設管理課
福島県会津若松市東栄町３番４６号

　A2→100%

　A3→71%縮小
　　　　案内図・配置図・特記仕様

○特記に記載のないものは、下記の仕様とする。

・その他関係法令を遵守すること。

・『建築関連工事共通仕様書』　　　　　  福島県土木部　

・『建築改修工事監理指針』　　　　　　　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

○暴力団関係者の排除

　同関係者が関与する産業廃棄物処理施設の使用を禁止する。

○地産地消の推進

　こと。

○各種保険について

・火災保険等に加入すること。（工期＋14日）

・本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

○工事を施工しない日及び時間帯について

・工事を施工しない時間帯　□有・■無

　工事を施工しない時間帯は、□工期全体　　□上記「工事を施工しない日」　　□　　　　に適用する。

若松城天守閣

県立博物館

合同庁舎
第二中学校

追手町

城前

旧陸上競技場

鶴ヶ城
体育館

案　内　図

配　置　図

　　　　　　会津若松市追手町　地内
【施工箇所】若松城茶室麟閣

特　記　仕　様

・工事を施工しない日　　　■有・□無　　令和7年9月19日～令和7年9月21日

○週休2日工事

　本工事は『会津若松市週休2日工事実施要領』の対象工事(発注者指定)である。

　■有・□無

　受注者は、実施要領に定める事項について遵守しなければならない。

　※当初積算時に「月単位の4週8休以上」を確保する場合の補正を行っている。

○建設現場等における遠隔臨場

　本工事は『会津若松市建設現場等における遠隔臨場に関する試行要領』の対象工事である。

　□有・■無

○建設工事情報共有システム（ＡＳＰ）

　本工事は『会津若松市建設工事情報共有システム実施要領』の対象工事である。

　受注者は、実施要領に定める事項について遵守しなければならない。

　なお、システム環境等の理由により活用が困難な場合は、事前協議のうえ対象工事としないことができる。

　また、システム利用にかかる経費については、精算変更により対応する。

○再生資源利用（促進）計画

・受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令等に基づき、再生資源利用計画書を

・受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥または建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令等に

　基づき、再生資源利用促進計画書を作成し、施工計画書に含め監督員に写しを提出しなければならない。また、再生資源利用促進計画を工事現場の公衆が見やすい場所に

　掲げなければならない。

○来場者の安全確保

・麟閣は工期中も営業する。施設を使用しながらの改修工事のため、バリケード設置や交通誘導警備員を配置する等、適切な安全対策を実施し、来場者の安全確保に努める

　こと。

・工事関係車両の本丸内への乗り入れについては、必要最小限の台数とし、走行は最徐行とすること。

○史跡地内工事における留意点

・工事区域は国指定史跡内であるため、地上および地中の遺跡の破壊の防止に十分留意すること。

・各種仮設物について、地表面を養生の上設置し、アンカーの地中打込み等は行わないこと。

○会津まつり期間中の施工について

・会津まつり期間（令和7年9月19日～令和7年9月21日）は、現場作業および仮設物の存置が出来ないため、工程に留意すること。

・『公共建築改修工事標準仕様書』　　　　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

　工事用資材の購入及び調達については、規格・品質等条件を満足するものであれば、地元産品の活用に努めること。下請け工事の発注についても地元業者の活用に心がける

　作成し、施工計画書に含め監督員に写しを提出しなければならない。また、再生資源利用計画を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。

【施工箇所】茶室麟閣　表門屋根・脇門屋根　周囲塀腰壁

S=N・S
1/9

令和７年６月　　　　若松城茶室麟閣門屋根外改修工事

　会津若松市発注工事等からの暴力団等排除措置要綱を遵守するとともに、本市が発注する業務において、暴力団関係者からの資材の購入等、同関係者への下請けの発注及び

・不測の事故に適切に対応できるように請負業者賠償責任保険に加入していること。（契約時に加入していれば可）その証券の写しを遅延なく提出すること。



工事名称

図面名称

設計年月

縮尺

図面番号特記事項

会津若松市財務部公共施設管理課
福島県会津若松市東栄町３番４６号

　A2→100%

　A3→71%縮小
S=1:120
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令和７年６月

【改修】表門・脇門　屋根こけら葺替え

周
　

囲
　

塀

周　囲　塀

周
　

囲
　

塀

周　囲　塀

【改修】周囲塀腰壁　木材保護塗料塗り

○塗装工事（周囲塀腰壁）

：周囲塀腰壁塗装範囲

【改修】周囲塀腰壁　木材保護塗料塗り

工　事　仕　様

・麟閣は工期中も営業するため、来場者の門通行が可能なよう、仮設足場を設置すること。

○仮設工事

○調査・屋根木下地補修（表門・脇門屋根）

・既存平葺等を撤去し、野小舞、野垂木等の調査を行うこと。

・調査結果を監督員へ報告すること。

・屋根下地の材料については杉 小節とする。なお、代用樹種については、監督員と協議すること。

・取替とする部位は、原則として既存の材種と同等、同品位以上とし、乾燥材を用いること。

・取替とする部位は、原則として旧形、旧工法を踏襲し、継手、仕口は在来の工法により加工すること。

○屋根こけら葺き工事（表門・脇門屋根）

・屋根工事の材料については、次のとおりとする。

　軒付裏板、積板、上目板　椹赤身

　竹釘　L=30～36　焙煎品

・平葺は１段目1.0cm、2段目2.0cm、以後3.0cm足に竹釘を2通り2cm内外の間隔に打つ。

・雁振瓦、熨斗瓦、鬼瓦は取外し再設置（破損熨斗瓦は新設）とし、鬼瓦銅線は３撚にして堅固に

　　　　若松城茶室麟閣門屋根外改修工事

2/9

・会津まつり期間中（令和7年9月19日～令和7年9月21日）は、塀周囲のフェンス等も含め仮設物の

　存置が出来ない。

・木材保護塗料塗り　JASS 18 M-307同等品 工程B種 素地A種　

　平葺板　椹赤身　手割板

　繋ぎ止めること。



工事名称

図面名称

設計年月

縮尺

図面番号特記事項

会津若松市財務部公共施設管理課
福島県会津若松市東栄町３番４６号

　A2→100%

　A3→71%縮小
　　　　表門　正面図・側面図

令和７年６月

S=1:20

【改修】雁振瓦・熨斗瓦　取外し再設置

【改修】品軒付　撤去新設

【改修】平葺板　撤去新設

【改修】鬼瓦　取外し再設置 【改修】鬼瓦　取外し再設置

【改修】平葺板　撤去新設

【改修】周囲塀腰壁　木材保護塗料塗り

：塗装範囲

（熨斗瓦破損部：交換）

　　　　若松城茶室麟閣門屋根外改修工事

3/9

表門正面図 表門側面図
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工事名称

図面名称

設計年月

縮尺

図面番号特記事項

会津若松市財務部公共施設管理課
福島県会津若松市東栄町３番４６号

　A2→100%

　A3→71%縮小
　　　　表門　平面図・梁間断面図 S=1:20

令和７年６月

【改修】雁振瓦・熨斗瓦　取外し再設置

【改修】品軒付　撤去新設

【改修】平葺板　撤去新設

【改修】上目板・水切銅板　撤去新設

軒付積板　撤去新設

軒付裏板　撤去新設

【改修】野小舞・野垂木　撤去新設

121×151

170×151

54×136

235×410

180×180

300×227

（劣化腐食部のみ）

65

　　　　若松城茶室麟閣門屋根外改修工事
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表門平面図 表門梁間断面図



工事名称

図面名称

設計年月

縮尺

図面番号特記事項

会津若松市財務部公共施設管理課
福島県会津若松市東栄町３番４６号

　A2→100%

　A3→71%縮小
　　　　脇門　正面図・側面図

令和７年６月

S=1:20

【改修】雁振瓦・熨斗瓦　取外し再設置

【改修】品軒付　撤去新設 【改修】鬼瓦　取外し再設置 【改修】鬼瓦　取外し再設置

【改修】周囲塀腰壁　木材保護塗料塗り

：塗装範囲

（熨斗瓦破損部：交換）

【改修】平葺板　撤去新設

【改修】平葺板　撤去新設

　　　　若松城茶室麟閣門屋根外改修工事
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脇門正面図 脇門側面図
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工事名称

図面名称

設計年月

縮尺

図面番号特記事項

会津若松市財務部公共施設管理課
福島県会津若松市東栄町３番４６号

　A2→100%

　A3→71%縮小
　　　　脇門　平面図・梁間断面図

令和７年６月

S=1:20

【改修】雁振瓦・熨斗瓦　取外し再設置

【改修】品軒付　撤去新設

【改修】平葺板　撤去新設

【改修】上目板・水切銅板　撤去新設

軒付積板　撤去新設

軒付裏板　撤去新設

151×151

240×180

151×210

166×115

90×136

54×40

120×166

【改修】野小舞・野垂木　撤去新設
（劣化腐食部のみ）

　　　　若松城茶室麟閣門屋根外改修工事
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脇門平面図 脇門梁間断面図
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工事名称

図面名称

設計年月

縮尺

図面番号特記事項

会津若松市財務部公共施設管理課
福島県会津若松市東栄町３番４６号

　A2→100%

　A3→71%縮小

【改修】上目板・水切銅板　撤去新設

【改修】平葺板　撤去新設

【改修】軒付裏板　撤去新設

【改修】軒付積板　撤去新設

表門：8段

脇門：5段

【改修】野垂木　撤去新設（劣化腐食部のみ）

【改修】野小舞　撤去新設（劣化腐食部のみ）

S=1:2　　　　表門・脇門　軒先詳細図

杉　15×90
屋
根
引
き
渡
し
勾
配
　
　
表
門
 6
5,
 脇

門
 5
5

化粧垂木勾配　　表門　40,
　脇門　32

結木　末口150

椹　t12 L120

椹　t3 L=300

水切銅板：t0.4 W=120 水切折曲加工

茅負　表門t120  脇門t50 
(隅 142) (隅 60)

化粧裏板  t9

裏甲　表門t36  脇門t30

(隅 42) (隅 36)

鼻母屋　100×100

　　　　若松城茶室麟閣門屋根外改修工事 令和７年６月

脇門：＠215

杉　45×45

表門：＠303

7/9

上目板：椹　t6 L=280　2枚重

椹　t24 L=300
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工事名称

図面名称

設計年月

縮尺

図面番号特記事項

会津若松市財務部公共施設管理課
福島県会津若松市東栄町３番４６号

　A2→100%

　A3→71%縮小

【改修】雁振瓦・熨斗瓦　取外し再設置

【改修】野垂木　撤去新設（劣化腐食部のみ）

杉　45×45

【改修】野小舞　撤去新設（劣化腐食部のみ）

【改修】品軒付　撤去新設

【改修】平葺板　撤去新設

令和７年６月

S=1:2　　　　表門・脇門　棟詳細図

（熨斗瓦破損部：交換）

表門熨斗瓦：5段

雁振瓦　W=240 L=300　　熨斗瓦　W=150 L=300

杉　15×90

椹　t3 L=300

t12 L=120

#18 銅結線（2本）

#16 銅線

野棟木　100×100

　　　　若松城茶室麟閣門屋根外改修工事
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脇門熨斗瓦：4段

脇門：＠215

表門：＠303



工事名称

図面名称

設計年月

縮尺

図面番号特記事項

会津若松市財務部公共施設管理課
福島県会津若松市東栄町３番４６号

　A2→100%

　A3→71%縮小

令和７年６月

外壁用合成樹脂漆喰系薄塗仕上げ

227 333 333

545
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5

4
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棟木　105×105

控柱　105×105

貫　105×30

ＧＬ

杉皮葺　三枚重ね　押竹φ30

：塗装範囲

土台　105×105

　　　　周囲塀断面図・立面図
9/9

S=1:10

　　　　若松城茶室麟閣門屋根外改修工事

周囲塀断面図 周囲塀立面図

【改修】軒桁　60×150　木材保護塗料塗り

【改修】腰壁　H=940　木材保護塗料塗り

【改修】土台　105×105　木材保護塗料塗り

【改修】腕木　105×40　木材保護塗料塗り

【改修】柱　105×105　木材保護塗料塗り


